
モニタリング追加依頼書の取扱について 

 
 
１ 趣旨 

  計画相談支援の事務手続きの簡素化を図るために、モニタリング追加依頼書（以下、「依

頼書」と記載）を導入します。 
 
 
２ 依頼書を利用する場面 

  モニタリング追加依頼書は、当初の支給決定時にモニタリング実施月として決定して

いない月にモニタリングを追加決定する必要が生じた場合に利用します。 
ただし、日ごろの状況等の変化への対応については、基本相談支援の中で対応すること

が原則です。 
その中でも、下記のいずれかのパターンに当てはまる状況が生じた場合にのみ、依頼書

を利用します。 
 

パターン１ 
サービス等利用計画に関わる変化があり、かつ翌月以降にモニタリング

として確認・評価を行うことが必要だと判断される場合 

パターン２ 
サービス等利用計画の支援方針等の中心軸に関わる変化があり、サービ

ス等利用計画の再作成が必要だと判断される場合 
  ※サービス等利用計画の支援方針等の中心軸に関わる変化ではなく、かつサービス等

利用計画にも記載されていなかった新たな「解決すべき課題（本人のニーズ）」に対

し、モニタリングとして関わる必要性が生じた場合には、パターン１と同様の対応を

とってください。 
  
 
３ 対応手順 

  別紙のフロー図を参照してください。 
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利用者 相談支援専門員 区役所

【パターン１】
サービス等利用計画に関わる変化があり、かつ翌月以降にモニタリングとして確認・評価を行うことが必要だと判断される場合

状況等の変化 ①変化を確認し、基本相談支

援の中で対応

③モニタリング追加の必要性

を判断。その必要性が認めら

れる場合には、モニタリング追

加依頼書の提出を依頼。

④利用者にモニタリング追加

について同意を得る

⑤モニタリング追加月の前月

までに区役所にモニタリング追

加依頼書を提出

⑥モニタリング追加依頼書を

受理次第、モニタリングの追加

決定

⑦受給者証を再発行し、利用

者へ送付

②サービス等利用計画に関わ

る変化であり、かつ翌月以降

にモニタリングとして確認・評

価を行うことが必要だと判断。

区役所に利用者の状況及びモ

ニタリング追加の必要性を報

告。

報告

依頼

提出

送付

説明・同意

随時対応



利用者 相談支援専門員 区役所

【パターン２】
サービス等利用計画の支援方針等の中心軸に関わる変化があり、サービス等利用計画の再作成が必要だと判断される場合

状況等の変化
①変化を確認し、基本相談支

援の中で対応

③サービス等利用計画の再作

成の必要性を判断。その必要

性が認められる場合には、モ

ニタリング追加依頼書の提出

を依頼。④利用者にサービス等利用計

画の再作成及びモニタリング

追加について同意を得る

⑤サービス等利用計画の再作

成を行う月内に区役所にモニ

タリング追加依頼書を提出

⑥モニタリング追加依頼書を

受理次第、モニタリングの追加

決定

⑦個別支援会議を開催する等

により、サービス等利用計画

案を再作成し、区役所に提出

⑨受給者証を再発行し、利用

者 へ送付

随時対応

報告

依頼説明・同意

提出

提出

送付

②サービス等利用計画の支援

方針等の中心軸に関わる変化

があり、サービス等利用計画

の再作成が必要だと判断。区

役所に利用者の状況及びサー

ビス等利用計画の再作成の必

要性を報告。

⑧サービス等利用計画案の内

容を確認。さらなるモニタリン

グ追加の提案がなされている

場合には、その必要性を判断。

必要性が認められる場合には、

モニタリングの追加決定。
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